
催物の後援・推薦に係る審査結果報告書 
 

NO 
申請受付 

年月日 
主  催  者 催 物 名 会場・開催期間等 催 物 内 容 等 

申 請 

区 分 
入 場 料 等 

   許 可 年 月 日 

 (整理番号) 
チラシ等 

1 
令和8年 

1月 20日 

愛知県吹奏楽連盟・中

日新聞社 

２０２５年度第３８回中

部日本個人・重奏コンテ

スト愛知県大会(高等学

校の部) 

瀬戸市文化センター・文化ホ

ール 

令和８年３月８日(日) 

各学校の吹奏楽部の日頃の練習の成果を発表する場と

し、部活動の活性化及び、音楽文化の発展に寄与する。 
後援(継続) 

入場料 有料 

900円 

参加料 有料 

個人一人：3,000円 

重奏一人：1,500円 

令和8年1月26日 

（7-175-95） 
 

2 
令和8年 

1月 27日 

瀬戸将棋文化振興協会・

詰将棋解答選手権実行

委員会 

第 23 回詰将棋解答選手

権瀬戸会場 

瀬戸市文化センター文化交流

館2階22会議室 

令和８年４月１１日(土) 

全国数十か所の会場で一斉に開催される「第23回詰将

棋解答選手権」の瀬戸会場としてエントリーし、当該選手

権の「初級戦」と「一般戦」を実施します。 

この選手権には瀬戸市内外から将棋経験者が参加される

ため、将棋を通じた交流の促進につながるとともに、「将

棋のまち瀬戸」として更なる将棋文化の活性化につながる

ことを目的とします。 

後援(継続) 

入場料 無料 

参加料 有料 

一般：1,000円 

高校生以下：500円 

両戦とも応募の場合は 

一般1,500円 

高校生以下：700円 

令和8年2月3日 

（7-185-96） 
○ 

3 
令和8年 

1月 27日 

公益財団法人 横山美

術館 

企画展「続 ノーマン・ロ

ックウェル展」 

横山美術館 4階 

令和８年６月５日(金) 

～令和８年９月２７日(日) 

輸出陶磁器生産の一大拠点であった名古屋の地で、輸出

陶磁器を収集・公開することで、歴史や文化継承に寄与す

ることを目的とします。本企画展は、瀬戸でつくられアメ

リカへ輸出された、ノーマン・ロックウェルのセト・ノベ

ルティ（瀬戸で制作された陶磁器製の装飾品や人形等）を

テーマに開催いたします。 

アメリカで活躍したイラストレーター、ノーマン・ロッ

クウェルは、『サタデー・イブニング・ポスト』の表紙を

半世紀近くにわたって手掛けたことで知られています。

1970年代以降、瀬戸ではロックウェルのイラストを題材

にしたセト・ノベルティが複数のメーカーでつくられ、海

を渡りました。本展は、来館者のご要望にお応えし、ノー

マン・ロックウェル展の第2弾として開催するものです。

立体で表現されたロックウェルの世界をお楽しみいただき

ます。 

後援 

入場料 有料 

大人：1,000円 

高大学生・65歳以上：800

円 

中学生：600円 

参加料 無料 

令和8年2月6日 

（7-186-97） 
○ 

4 
令和8年 

1月 30日 

愛知文教大学 学び合

う学び研究所 

愛知文教大学 学び合う

学び研究所セミナー 

愛知文教大学 教室 

令和８年４月２５日(土) 

～令和９年２月２７日(土) 

義務教育学校の教師、高等学校の教師、大学研究者、教

員志望の学生にむけて、授業づくりや学校づくりを学び合

う場を提供し、教育振興のため社会連携の一環とする。セ

ミナー内容は、教育の先達や実践者から学び意見交流する

形で開催する。 

後援(継続) 

入場料 無料 

参加料 有料 

大人：1,000円 

子ども：無料 

令和8年2月6日 

（7-187-98） 
○ 

5 
令和8年 

2月 4日 

焚き火と豚汁を楽しむ

会 

「焚火と豚汁を楽しむ

会」 in 瀬戸市 

ウッドデザインパークせと 

令和８年４月１９日(日) 

火起こしから豚汁づくりまでを“焚き火”とともに体験

し、子どもから大人まで世代を超えて交流を深めるイベン

ト「焚火と豚汁を楽しむ会」を開催いたします。テーマは

「火を灯し、食を囲み、心をつなぐ」。手作りの豚汁と焚

き火を囲みながら、参加者同士が交流を深め、食育・火

育・縁育を学べる場をご提供します。アウトドア初心者で

も安心して参加いだけるプログラムをご用意しておりま

す。 

後援 

入場料 無料 

参加料 有料 

1家族：1,000円 

令和8年2月12日 

（7-188-99） 
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催物の後援・推薦に係る審査結果報告書 
 

6 
令和8年 

2月 9日 
株式会社クロップス 

プロクラ ～programming 

cloud～ 

プロクラ瀬戸瀬港校 

令和８年３月９日（月） 

～令和９年３月３１日（水） 

マインクラフトを活用し新学習指導要領が掲げる「主体

的・対話的で深い学び」を地域教育の枠組みで実践するこ

とにあります。 

プログラミング的思考の定着と探究学習 

タツナミ氏監修の教材を用いた試行錯誤を通じ、課題解

決に向けた論理的思考力と創造力を養います。これは、各

教科における探究的な学習の基盤となる資質・能力です。 

思考力・判断力・表現力の育成 

自らの作品の意図を言語化し、他者へ共有するプレゼン

テーションの機会を設けることで、情報活用能力と論理的

な発信力を高度化させ、確かな自己有用感を育みます。 

Society 5.0を見据えたキャリア教育 

デジタル技術を自己実現や社会貢献の手段として捉える

視点を養います。多様な職種で汎用的に活かせる素養を磨

き、次世代を担うデジタル人材としてのキャリア観を形成

します。 

単なる操作スキルの習得に留まらず、技術を駆使して未

来を切り拓く意欲的な態度の育成を目指します。 

後援 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和8年2月19日 

（7-191-100） 
○ 

7 
令和8年 

2月 16日 
パパママキャンパス 

キッズマネースクール 

おみせやさんごっこ は

たらっくってな～に？ 

瀬戸市文化センター 

令和８年５月２日(土) 

目的：おみせやさんごっこを通じて親子で楽しくお金に

ついて学ぶ 

内容：お金の歴史や、外国のお金について学び、おみせ

やさんごっこを通じて働くことの大変さ、喜びを知ってい

ただく。 

保護者向けのミニマネーセミナーも実施 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和8年2月24日 

（7-192-101） 
○ 
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催物の後援・推薦に係る実績報告書 
 

NO 
報告受付 

年月日 

報告 

区分 

主  催  者 

（ 申 請 者 ） 
催 物 名 会場・開催期間等 催 物 の 実 績 等 後援・推薦の効果等 

1 
令和8年 

1月29日 

後援

(継続) 

愛知駅伝実行委員会 

実行委員長 榊原 茂 

愛知万博２０周年記念 第

１８回愛知県市町村対抗駅

伝競走大会 

愛・地球博記念公園 

令和７年１２月６日(土) 

参加人員：486人  

入場人員：13,000人 
瀬戸市の選手集めに寄与した。 

2 
令和8年 

2月5日 

後援

(継続) 

瀬戸市和太鼓連盟 

水野 忠治 
第２０回 和太鼓の祭典 

瀬戸市文化センター 文化ホ

ール 

令和８年１月２５日(日) 

参加人員：110人  

入場人員：550人 

1.後援をいただけることにより、教育関連施設や公

的施設への宣伝効果が上がり、市民の方々に関心を持

っていただけたと思います。 

2.後援をいただけることにより、皆様の信用がいた

だきやすく、諸々の準備を円滑に進めることができま

した。 

3 
令和8年 

2月3日 

後援

(継続) 

愛知県吹奏楽連盟・朝日新

聞社 

小島 清美 

２０２５年度愛知県アンサ

ンブルコンテスト（高等学

校の部）東尾張地区大会 

瀬戸市文化センター・文化ホ

ール 

令和８年１月１２日(月) 

参加人員：250人  

入場人員：380人 

後援名義を使用させていただくことで、例年以上の

お客さんの入場を呼び込むことができた。 

4 
令和8年 

1月26日 

後援

(継続) 

テニスラウンジ 

江口 夏樹 
冬休みテニス教室 

テニスラウンジ新瀬戸駅前 

令和７年１２月２３日(火) 

～令和８年１月１２日(月) 

参加人員：9人  

入場人員：20人 

後援名義を使用した案内を見てご参加していただ

いた方がいらっしゃいました。 

5 
令和8年 

2月16日 

後援

(継続) 

瀬戸市公民館協議会・瀬戸

市 

会長 加藤 英憲 

令和７年度 瀬戸市公民館

大会（舞台発表会・作品展・

表彰式） 

瀬戸蔵 4 階 多目的ホール・

会議室 2～5、2 階 つばきホ

ール 

令和８年２月７日(土) 

～令和８年２月８日(日) 

参加人員：335人  

入場人員：937人 

公民館事業は生涯学習、社会教育などを幅広い世代

が学ぶ施設であり、後援により子どもから大人まで広

く広報できたことで、作品展では絵画や書道、手工芸

品、生け花など多種多様な作品を多くの子どもや大人

が一緒に鑑賞していた。舞台発表会では、子どもと大

人が一緒になって、ダンスや和太鼓を披露し楽しむこ

とができた。公民館が子ども世代と大人世代をしっか

り繋いでいること、また文化・芸術・教養等、総合的

な社会教育について、瀬戸市と公民館が今後さらに連

携して社会教育施策を推進していくことが確認でき

た。 
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6 
令和8年 

2月17日 

後援

(継続) 

ボーイスカウト 瀬戸第 6

団 

平岩 浩市 

ボーイスカウトとあそぼ

う！ワクワク自然体験あそ

び 

金神社 

令和８年２月８日(日) 

参加人員：47人  

入場人員：47人 

イベント募集チラシに瀬戸市教育委員会の後援推

薦が記載されたことで、多くの応募があり、さらに入

団希望者も確認できたことから、高い効果があったと

判断します。 

7 
令和8年 

2月8日 
後援 

MERRY LAND 

佐伯 裕子 
English Camp 

長久手交流プラザ 多目的室 

令和８年２月８日(日) 
参加人員：25人 

教育委員会の後援名義を使用させていただいたこ

とにより、保護者の理解と協力を得ることができ、安

心して参加いただけた。又、参加いただいた保護者よ

り「児童にとって、英語、外国人、異文化を身近に感

じる貴重な学習機会となった」との声をいただいた。 

参加人数は少数であったが、その分、児童一人ひと

りに目が行き届き、丁寧な指導と安全管理を行うこと

ができた点は、後援を受けた事業として意義のある成

果であったと考える。 

※「参加人員」…主催者を除く事業への参加者数   ※「入場人員」…催物の一般入場（来場）者数 
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令和8年2月情報公開請求一覧（教育政策課分）

請求

年月日
請求区分 請求内容

決定通知

年月日
開示区分 開示文書名 担当部署 備考

公文書

開示請

求書

R8.1.221

開示しない部分

①氏名②個人のメールアドレス③法人のメールアドレス④学校における

防犯カメラ設置状況

開示しない理由・根拠規定

①・②　瀬戸市情報公開条例第７条第２号に該当

個人に関する情報であって、公にすることにより、個人が識別され、個

人の権利利益を害するおそれがあるため。

③　瀬戸市情報公開条例第７条第３号に該当

法人情報として一般に公表されているメールアドレスではなく、当該

メールアドレスを公にすることにより、業務に無関係なメールが送信さ

れる等の支障が生じ、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあるため。

④　瀬戸市情報公開条例第７条第４号

防犯カメラの存否を公にすることにより、特定の自治体が防犯カメラを

設置していないという情報を流布されたり、また、設置場所を公にする

ことにより、施設保安上の必要性に応じて設置された防犯カメラの設置

状況が明らかになることで、犯罪の助長、犯罪企図者において犯行を容

易にさせ、対抗措置を講じられるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそ

れがあるため。

教育政策課
令和７年度尾張部都市教育

長会議資料
一部開示R8.2.5

2025.4.1～2026.1.10に開催された尾張

部都市教育長会議に関する文書
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令和8年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 回数

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

小入

特支入

小始

特支始

中入始

● ● ● ● ● ● ● ● ● 祝 ● 10

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

● 祝 祝 祝 振休 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 22

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終業式 祝 12

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

始業式 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 祝 祝 祝 ● ● ● ● ● 18

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

● ● ● ● ● ● ● 祝 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 21

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

● 祝 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 祝 県民 ● ● ● ● 18

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 終業式 16

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

祝 始業式 ● 祝 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

● ● ● ● ● ● ● ● 祝 ● ● ● ● ● ● ● 祝 ● ● ● 18

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 修了式 15

※　３月の回数は，実施計画日から卒業式１日分（小・中・特支で実施日が異なる）を引いてある。

9月 1 日 始業式 1月 7 日 始業式

4月 8 日 入学式 4月 9 日　 入学式 9月 2 日 給食開始 1月 8 日 給食開始

4月 9 日 始業式 4月 9 日　 始業式 12月 22 日 給食終了 3月 5 日 中学校卒業式

4月 16 日 給食開始 4月 16 日　 給食開始 12月 23 日 終業式 3月 19 日 小学校卒業式

4月 23 日 新１年生給食開始 3月 23 日 給食終了

7月 16 日 給食終了 7月 16 日　 給食終了 3月 24 日 修了式

7月 17 日 終業式 7月 17 日　 終業式

3月 4 日 特支（光陵）卒業式

4月 8 日 特支（萩山・光陵）入学式 9 日始業式 3月 11 日 特支（萩山）卒業式

3月 19 日 特支　修了式

瀬 戸 市 学 校 給 食 実 施 計 画 表

4 月

5 月

6 月

7 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

183

１学期 ２学期 ３学期

主

な

予

定

小学校 中学校

年間給食実施計画回数
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１　未納給食費累計額（現年度） （円）

4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2・3月分 決算

令和３年度 904,160 1,315,360 1,748,040 1,969,260 1,877,580 2,518,260 1,959,280 2,137,200 1,742,580 1,729,071 1,054,715

令和４年度 844,080 1,711,540 1,776,580 1,643,120 1,746,620 2,334,440 2,064,705 1,955,460 2,024,194 1,582,194 910,734

令和５年度 991,400 1,620,360 1,525,030 2,087,580 1,587,260 2,488,380 2,268,680 2,293,685 1,800,720 1,634,703 1,056,173

令和６年度 1,087,300 1,896,300 2,307,660 2,154,940 2,008,820 2,603,910 2,305,893 2,482,553 2,693,493 2,245,028 1,565,351

令和７年度 781,020 1,741,800 2,300,020 2,181,160 2,278,080 3,157,550 2,725,500 2,523,980
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２　月毎未納者数（現年度、小学校+中学校） （人）

4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分(5月末）

令和３年度 262 213 222 218 224 259 230 239 141 110 49

令和４年度 265 255 240 209 268 276 246 235 153 155 30

令和５年度 318 265 258 235 210 321 247 265 153 181 42

令和６年度 365 276 266 222 285 307 244 335 246 184 58

令和７年度 305 239 287 301 297 316 219 309
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３　未納給食費累計額（現年度+過年度） （円）

4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2・3月分 決算

令和３年度 5,063,189 5,263,241 5,566,535 5,776,090 5,529,420 6,135,542 5,506,429 5,681,079 5,155,599 4,792,744 4,118,388

令和４年度 4,916,940 5,654,036 5,567,616 5,404,976 5,412,276 5,910,476 5,606,321 5,481,276 5,420,610 4,913,154 4,241,694

令和５年度 4,291,060 5,606,834 5,480,804 6,009,174 5,328,834 6,173,054 5,936,311 5,942,249 5,308,486 5,086,832 4,508,302

令和６年度 4,348,253 6,015,729 6,361,865 6,158,845 5,756,725 6,306,502 5,173,223 5,276,171 5,317,407 4,869,842 4,148,237
令和７年度 3,305,943 5,748,574 6,192,179 6,019,819 6,088,939 6,968,409 6,516,359 6,318,839
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８年第１４号議案 

令和７年度瀬戸市教育委員会３月補正予算追加（案）について 

 瀬戸市議会３月定例会にみだしの議案を別紙の内容により提出するもの

とする。 

令和８年３月１１日提出 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会   

教育長 加藤 正彦   

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するにあたり、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定に基づき、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからであ

る。 
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令和７年度　瀬戸市教育委員会３月補正予算追加（案）【教育政策課】

（歳  入） （単位：千円）

金額

15款 5目 14,392 55,286 69,678 02 小学校費補助金 17,946 下品野小学校照明ＬＥＤ化改修工事 8,266

国庫支出金
教育費国庫
補助金

学校施設環境改善交付金（防犯カメラ更
新工事）

9,680

2項 03 中学校費補助金 37,340 水無瀬中学校ＬＥＤ化改修工事 10,733

国庫補助金 南山中学校ＬＥＤ化改修工事 11,919

品野中学校ＬＥＤ化改修工事 8,033

学校施設環境改善交付金（防犯カメラ更
新工事）

6,655

説         明
区分

款項目 補正前額 補正額 補正後額
節

追-1



令和７年度　瀬戸市教育委員会３月補正予算追加（案）【教育政策課】

（歳  出） （単位：千円）

金額

10款 3目 1,779,021 44,160 1,823,181 14 工事請負費 44,160 下品野小学校照明ＬＥＤ化改修工事 24,800

教育費 学校建設費 小学校防犯カメラ更新工事 19,360

2項 0120事業

小学校費 小学校施設整備

10款 3目 940,765 107,150 1,047,915 14 工事請負費 107,150 水無瀬中学校ＬＥＤ化改修工事 33,240

教育費 学校建設費 南山中学校ＬＥＤ化改修工事 35,760

3項 0150事業 品野中学校ＬＥＤ化改修工事 24,840

中学校費 中学校施設整備 中学校防犯カメラ更新工事 13,310

説         明
区分

款項目 補正前額 補正額
節

補正後額

追-2



令和７年度　瀬戸市教育委員会３月補正予算追加（案）【教育政策課】

繰越明許費補正

　変　更

千円 千円

千円 千円

10 教育費 2 小 学 校 費 1,556,037小 学 校 施 設 整 備 事 業

10 教育費 3 中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 900,000 1,007,150

款 項 事　業　名
金　額

補　正　前 補　正　後

1,600,197

追-3



８年第１５号議案 

令和８年度瀬戸市教育委員会当初予算追加（案）について 

 瀬戸市議会３月定例会にみだしの議案を別紙の内容により提出するもの

とする。 

令和８年３月１１日提出 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会   

教育長 加藤 正彦   

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するにあたり、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定に基づき、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからであ

る。 
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令和８年度　瀬戸市教育委員会当初予算追加（案）【教育政策課】

（歳  入） （単位：千円）

金額

15款 6目 311,181 ▲ 51,075 260,106 02 小学校費補助金 ▲ 17,120 下品野小学校照明ＬＥＤ化改修工事 ▲ 7,440

国庫支出金
教育費国庫補助
金

学校施設環境改善交付金（防犯カメラ更
新工事）

▲ 9,680

2項 03 中学校費補助金 ▲ 33,955 水無瀬中学校ＬＥＤ化改修工事 ▲ 9,660

国庫補助金 南山中学校ＬＥＤ化改修工事 ▲ 10,410

品野中学校ＬＥＤ化改修工事 ▲ 7,230

学校施設環境改善交付金（防犯カメラ更
新工事）

▲ 6,655

説         明
区分

款項目 補正前額 補正額 補正後額
節

追-4



令和８年度　瀬戸市教育委員会当初予算追加（案）【教育政策課】

（歳  出） （単位：千円）

金額

10款 3目 439,788 ▲ 43,664 396,124 14 工事請負費 ▲ 43,664 下品野小学校照明ＬＥＤ化改修工事 ▲ 24,304

教育費 学校建設費 小学校防犯カメラ更新工事 ▲ 19,360

2項 0120事業

小学校費 小学校施設整備

10款 3目 131,326 ▲ 105,273 26,053 14 工事請負費 ▲ 105,273 水無瀬中学校ＬＥＤ化改修工事 ▲ 32,575

教育費 学校建設費 南山中学校ＬＥＤ化改修工事 ▲ 35,045

3項 0150事業 品野中学校ＬＥＤ化改修工事 ▲ 24,343

中学校費 中学校施設整備 中学校防犯カメラ更新工事 ▲ 13,310

説         明
区分

款項目 補正前額 補正額
節

補正後額

追-5



 ８年第１６号議案 

   瀬戸市立小中特別支援学校の教育職員に関する業務量管理・健康確

保措置実施計画の策定について 

  瀬戸市立小中特別支援学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保

措置実施計画を策定するものとする。 

令和８年３月１１日 

  瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

 教育長 加 藤 正 彦 

 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に

関する特別措置法第８条に基づき、瀬戸市立小中特別支援学校の教育職員

に関する業務量管理・健康確保措置実施計画を策定するため、瀬戸市教育

委員会決裁規程第４条第１項第２号に該当し、教育委員会の議決を求める

必要があるからである。 
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８年第１８号議案 

   瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部改正について 

 瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。 

  令和８年３月１１日提出  

瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

教育長 加藤 正彦  

  

   瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市立学校体育施設使用料条例（平成１４年瀬戸市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２２８条第１項の規定に基づき

、瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規

則（昭和５１年瀬戸市教育委員会規則第５号）

に規定する開放施設のうち照明設備及び空調設

備を利用する場合の使用料について必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２２８条第１項の規定に基づき

、瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規

則（昭和５１年瀬戸市教育委員会規則第５号）

に規定する開放施設のうち照明設備を利用する

場合の使用料について必要な事項を定めるもの

とする。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

施設 設備 単位 金額 

小学校（陶原

小学校を除く

。）屋内運動

場 

照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 

空調 １時間に

つき 

８００円 

陶原小学校屋

内運動場 

照明 １時間に

つき 

２１０円 

空調 １時間に

つき 

１，２００円 

施設 単位 金額 

小学校屋内運

動場 

＜省略＞ ＜省略＞ 
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中学校屋内運

動場 

照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 

空調 １時間に

つき 

１，２００円 

中学校柔剣道

場 

照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 

中学校校庭 照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

中学校屋内運

動場 

＜省略＞ ＜省略＞ 

中学校柔剣道

場 

＜省略＞ ＜省略＞ 

中学校校庭 ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  
  附 則 

 （施行期日） 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  

（理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するにあたり、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定に基づき、教育委員会の意見を聴取する必要があるからである。  
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８年第１９号議案 

  瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則の一部改正について 

  瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則の一部を改正する規則

を次のように定めるものとする。 

令和８年３月１１日 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

教育長 加 藤 正 彦 

瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則の一部を改正する規則 

瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則（昭和５１年瀬戸市教育

委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （使用料） 

第１０条の２ 開放施設のうち照明設備及び空調

設備を利用する者は、瀬戸市立学校体育施設使

用料条例（平成１４年瀬戸市条例第２２号）に

基づき、使用料を納めなければならない。 

別表第１（第２条関係） 

学校名 開放施設 

＜省略＞ 

瀬戸市立西陵小学校 ＜省略＞ 

 

 

瀬戸市立みつば小学校 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

 （使用料） 

第１０条の２ 開放施設のうち照明設備を利用す

る者は、瀬戸市立学校体育施設使用料条例（平

成１４年瀬戸市条例第２２号）に基づき、使用

料を納めなければならない。 

別表第１（第２条関係） 

学校名 開放施設 

＜省略＞ 

瀬戸市立西陵小学校 ＜省略＞ 

瀬戸市立原山小学校 屋内運動場 校庭 

瀬戸市立萩山小学校 屋内運動場 校庭 

瀬戸市立八幡小学校 ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則の規定は、こ

の規則の施行の日以後に登録及び許可する利用について適用し、同日前

に登録及び許可した利用については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規

則別表第１に規定する瀬戸市立原山小学校及び瀬戸市立萩山小学校にお

ける開放施設については、令和１０年３月３１日までは、なお従前の例

による。 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部改正に

伴い、瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則を一部改正するため、

瀬戸市教育委員会決裁規程第４条第１項第４号に該当し、教育委員会の議

決を求める必要があるからである。 
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令和８年４月　教育委員会日程表

日 曜日

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水 小学校・特別支援学校入学式

中学校入学式

定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所１階　１０５会議室
瀬戸市役所４階　庁議室

午後１時３０分～
午後２時００分～

全委員

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火 愛日地方教育事務協議会 日進市民会館 午後２時００分～
教育長・教育長職
務代理者

15 水

16 木
東海北陸都市教育長協議会
金沢大会

金沢市 教育長

17 金
東海北陸都市教育長協議会
金沢大会

金沢市 教育長

18 土

19 日

20 月

みつば小学校開校式 光陵中学校　体育館 午前１０時００分～ 教育長・全委員

尾張部都市教育長会議 東海市創造の杜交流館 午後２時００分～ 教育長

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

1 金

定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所３階　３０３会議室
瀬戸市役所１階　１０４・１０５会議

午後１時３０分～
午後２時００分～

全委員

木9

火21

件　　　　　　　名

5月8日(金)

17


















